
　

佐
賀
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
佐
賀
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
第
一
号
中
「
伊
万
里
市
」
を
「
伊
万
里
市　

武
雄
市
」
に
改
め
、
同
表
第
三

号
の
二
レ
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
を
「
法
第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
」
に
改
め
、

同
号
ソ
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
二
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
八
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号

ツ
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
三
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
八
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ネ
中

「
第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
九
第
一
項
」
に
、「
又
は
」
を
「
又
は
そ

の
指
定
の
」
に
改
め
、
同
表
第
六
号
中
「
こ
の
号
」
の
下
に
「
及
び
次
号
」
を
加
え
、
同
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
の
二　

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
販
売
禁
止
鳥
獣
等

の
販
売
の
許
可
を
す
る
こ
と
。

鳥
栖
市

　

第
二
条
の
表
第
二
十
五
号
の
二
中
「
佐
賀
市
」
を
「
佐
賀
市　

唐
津
市　

鳥
栖
市　

鹿
島

市
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
表
第

三
号
の
二
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
同
表
第
一
号
の
改
正
規
定
は
同
年
六
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

平
成
二
十
三
年
六
月
一
日
に
お
い
て
、
改
正
後
の
佐
賀
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る

条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。）
第
二
条
の
表
第
一
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
事

務
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
の
規
定
に
よ
り
知
事
が

し
た
認
証
そ
の
他
の
行
為
で
現
に
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
同
日
前
に
同
法
の
規
定
に
よ

り
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。）
で
、

同
日
以
後
に
お
い
て
は
武
雄
市
長
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る

も
の
は
、
同
日
以
後
に
お
け
る
同
法
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
武
雄
市
長
が
し
た
認
証
そ
の

他
の
行
為
又
は
武
雄
市
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
等
と
み
な
す
。

1

　

佐
賀
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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県
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佐
賀
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 



３　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
、
改
正
後
の
条
例
第
二
条
の
表
第
六
号
の
二
及
び
第
二
十
五
号

の
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た
処

分
そ
の
他
の
行
為
で
現
に
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
法
令

の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
等
で
、
同
日
以
後
に
お
い
て
は
当
該
各
号

の
下
欄
に
掲
げ
る
市
町
の
長
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の

は
、
同
日
以
後
に
お
け
る
法
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町
の
長
が
し
た
処
分
そ
の

他
の
行
為
又
は
当
該
市
町
の
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
等
と
み
な
す
。
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参
考
資
料

　

 

（
市
町
等
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
）

第
二
条　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
は
、
そ
れ

ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
市
町
又
は
広
域
連
合
が
処
理

す
る
こ
と
と
す
る
。

事　
　
　
　

務

市
町
又
は
広
域

連
合

一　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年

法
律
第
七
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。）
及
び
法
の
施
行
の
た
め

の
条
例
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ

る
も
の
（
二
以
上
の
市
町
の
区
域
に
ま
た

が
る
事
務
を
除
く
。）

　

イ
～
ナ　

略

唐
津
市　

鳥
栖

市　

多
久
市　

伊
万
里
市　

武

雄
市　

鹿
島
市

　

神
埼
市　

基

山
町　

太
良
町

一
の
二
～
三　

略

三
の
二　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第

百
二
十
三
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち

次
に
掲
げ
る
も
の

　

イ
～
タ　

略

　

レ　

法
第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
に
対
し
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

基
準
を
遵
守
す
べ
き
こ
と
等
を
勧
告
す

る
こ
と
。

　

ソ　

法
第
百
十
五
条
の
八
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

勧
告
を
受
け
た
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
が
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
旨

の
公
表
を
す
る
こ
と
。

　

ツ　

法
第
百
十
五
条
の
八
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

勧
告
を
受
け
た
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
に
対
し
勧
告
に
係
る
措
置
を

と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

　

ネ　

法
第
百
十
五
条
の
九
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
そ
の

指
定
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
。

佐
賀
中
部
広
域

連
合

三
の
三
～
五　

略

六　

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。）
及
び
法
の
施
行
の
た
め

の
規
則
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ

る
も
の

　

イ
～
ヘ　

略

各
市
町

六
の
二　

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
販
売
禁
止
鳥
獣
等
の
販
売
の
許
可

を
す
る
こ
と
。

鳥
栖
市

七
～
二
十
五　

略

二
十
五
の
二　

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動

等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。）
に
基
づ

佐
賀
市　

唐
津

市　

鳥
栖
市　

鹿
島
市　

神
埼

市

　

 

（
市
町
等
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
）

第
二
条　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
は
、
そ
れ

ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
市
町
又
は
広
域
連
合
が
処
理

す
る
こ
と
と
す
る
。

事　
　
　
　

務

市
町
又
は
広
域

連
合

一　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年

法
律
第
七
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。）
及
び
法
の
施
行
の
た
め

の
条
例
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ

る
も
の
（
二
以
上
の
市
町
の
区
域
に
ま
た

が
る
事
務
を
除
く
。）

　

イ
～
ナ　

略

唐
津
市　

鳥
栖

市　

多
久
市　

伊
万
里
市　

鹿

島
市　

神
埼
市

　

基
山
町　

太

良
町

一
の
二
～
三　

略

三
の
二　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第

百
二
十
三
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち

次
に
掲
げ
る
も
の

　

イ
～
タ　

略

　

レ　

第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
に
対
し
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基

準
を
遵
守
す
べ
き
こ
と
等
を
勧
告
す
る

こ
と
。

　

ソ　

法
第
百
十
五
条
の
七
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

勧
告
を
受
け
た
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
が
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
旨

の
公
表
を
す
る
こ
と
。

　

ツ　

法
第
百
十
五
条
の
七
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

勧
告
を
受
け
た
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
に
対
し
勧
告
に
係
る
措
置
を

と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

　

ネ　

法
第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
効
力

を
停
止
す
る
こ
と
。

佐
賀
中
部
広
域

連
合

三
の
三
～
五　

略

六　

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。）
及
び
法
の
施
行
の
た
め
の
規
則
に

基
づ
く
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

　

イ
～
ヘ　

略

各
市
町

七
～
二
十
五　

略

二
十
五
の
二　

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動

等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。）
に
基
づ

佐
賀
市　

神
埼

市

3

佐
賀
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
係
る
新
旧
対
照
表

改　
　
　

正　
　
　

後　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

改　
　
　

正　
　
　

前



　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　

く
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

　

イ
～
ニ　

略

二
十
五
の
三
～
二
十
八　

略

　

く
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

　

イ
～
ニ　

略

二
十
五
の
三
～
二
十
八　

略
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